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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
日
本
郵
政
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

公
務
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
直
ち
に
禁
止
し
、
天
下
り
の
あ
っ
せ
ん
の
根
絶
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
天
下
り
と
は
、
府
省
庁
が
退
職
後
の
職
員
を
企
業
、
団
体
等
に
再
就
職
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
が
、
公
務
員

が
、
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
受
け
ず
に
、
再
就
職
先
の
地
位
や
職
務
内
容
等
に
照
ら
し

適
材
適
所
の
再
就
職
を
す
る
こ
と
は
、
天
下
り
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
本
年
十
月
二
十
八
日
の
記
者
会
見
に
お
け
る
齋
藤
氏
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場

に
な
い
が
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
坂
氏
の
一
般
職
の
公
務
員
と
し
て
退
職
し
た
後
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
か
ら
総
務
省
に
提

出
さ
れ
た
認
可
申
請
書
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
七
年
八
月
か
ら
農
林
漁
業
金
融
公
庫
副
総
裁
、
平
成
十
八
年
一
月
か
ら
内
閣
官

房
副
長
官
補
、
平
成
二
十
年
十
月
か
ら
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
副
会
長
の
職
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一



二
の
�
の
�
に
つ
い
て

坂
氏
の
農
林
漁
業
金
融
公
庫
へ
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の
認
可
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

そ
の
他
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
あ
っ
せ
ん
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

坂
氏
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
副
社
長
へ
の
就
任
に
際
し
て
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
は
な
か
っ
た
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

坂
氏
の
内
閣
官
房
副
長
官
補
当
時
の
仕
事
振
り
に
つ
い
て
現
内
閣
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場
に
な
い
が
、
坂
氏
は
、
日

本
郵
政
株
式
会
社
副
社
長
と
し
て
適
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
足
立
氏
の
一
般
職
の
公
務
員
と
し
て
退
職
し
た
後
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
か
ら
総
務
省
に

提
出
さ
れ
た
認
可
申
請
書
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
四
年
二
月
か
ら
財
団
法
人
簡
易
保
険
加
入
者
協
会
理
事
長
、
平
成
十
六
年
六

月
か
ら
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
代
表
取
締
役
副
社
長
、
平
成
十
九
年
六
月
か
ら
ジ
ェ
イ
サ
ッ
ト
株
式
会
社

顧
問
、
平
成
二
十
年
十
月
か
ら
ス
カ
パ
ー
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｔ
株
式
会
社
顧
問
の
職
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

二



二
の
�
の
�
に
つ
い
て

足
立
氏
の
再
就
職
に
際
し
て
は
、
記
録
等
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
略
歴
の
送
付
等
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

足
立
氏
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
副
社
長
へ
の
就
任
に
際
し
て
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
は
な
か
っ
た
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

高
井
経
営
研
究
所
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
か
ら
、
経
営
戦
略
、
資
金
調
達
、
財
務
戦
略
、
事
業

拡
大
戦
略
並
び
に
企
業
の
合
併
及
び
買
収
に
関
す
る
戦
略
等
に
つ
い
て
の
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

高
井
経
営
研
究
所
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
元
福
岡
三
丁
目
四
番
三
号
、
従
業
員
数
に
つ
い
て
は
二
名

で
あ
る
と
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
か
ら
聞
い
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
郵
政
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
と
の
取
引
実
績
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
か
ら
、
取
引
実
績
は
な
い

と
聞
い
て
い
る
。

三



二
の
�
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
高
井
氏
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
か
ら
総
務
省
に
提
出
さ
れ
た
認
可
申
請
書
に
よ
れ
ば
、
昭

和
四
十
四
年
七
月
に
株
式
会
社
日
本
長
期
信
用
銀
行
に
入
行
し
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
か
ら
同
行
資
金
証
券
グ
ル
ー
プ
参
事

役
、
平
成
三
年
二
月
か
ら
同
行
池
袋
支
店
長
、
平
成
五
年
四
月
か
ら
同
行
本
店
営
業
第
五
部
長
兼
公
共
金
融
部
長
、
平
成
七

年
六
月
か
ら
同
行
取
締
役
福
岡
支
店
長
、
平
成
九
年
八
月
か
ら
同
行
取
締
役
法
人
業
務
グ
ル
ー
プ
統
括
部
長
兼
法
人
業
務
部

長
、
平
成
十
年
四
月
か
ら
同
行
取
締
役
法
人
業
務
グ
ル
ー
プ
統
括
部
長
兼
法
人
業
務
部
長
兼
常
務
執
行
役
員
を
歴
任
し
た
後
、

平
成
十
年
十
月
に
同
行
を
退
職
し
、
平
成
十
二
年
六
月
に
日
本
エ
コ
ス
株
式
会
社
副
社
長
、
平
成
十
三
年
九
月
に
バ
リ
ュ
ー

・
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
社
長
に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
た
後
、
平
成
十
五
年
一
月
か
ら
高
井
経
営
研
究
所
代
表
の
職
に
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

四


